
個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日  ４年１１月２４日 

個人情報ファイルの名称 犬の登録台帳 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
健康部 生活衛生課 生活衛生係 

個人情報ファイルの利用目的 
狂犬病予防法に基づく犬の登録及び予防注射の状況

の把握 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 

１犬の所有者氏名・住所・電話番号・メールアドレス、

２犬の名前・生年月日・種類等、３登録日、４予防注

射日、５マイクロチップ番号 

記録範囲 犬の所有者 

記録情報の収集方法 
申請書、届出書、動物の愛護及び管理に関する法律第

39 条の 7による通知 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 他区市町村 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
狂犬病予防法施行規則第 10 条に基づき消除できる。 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  □ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 健康部 生活衛生課 生活衛生係 

 電話番号 03（ 3919 ）0431 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日  令和４年１１月１４日 

個人情報ファイルの名称 営業許可日確認ファイル 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
健康部生活衛生課 

個人情報ファイルの利用目的 
喫煙可能室設置施設の届出受理に関する事務を行う

ため 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 

1 屋号、2所在地、3 営業所在地ビル名、4 許可番号、

5 許可年月日（有効期間始期）、6 営業者氏名、7営業

者住所、8営業の種類、9営業所電話番号、10代表者

氏名 

記録範囲 営業者 

記録情報の収集方法 課内依頼文により生活衛生課食品衛生担当から 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 



□ 番号法第９条第４項 

□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ☑ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
      健康部 生活衛生課 生活衛生係 

 電話番号 ０３（ ３９１９ ）０４３１ 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日  令和４年１１月１７日 

個人情報ファイルの名称 環境衛生台帳システム 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
健康部生活衛生課 

個人情報ファイルの利用目的 
環境衛生関係法令に基づく施設の許可等及び監視事

務を行うため 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 

１施設情報（施設名称、所在地、郵便番号、電話番号、

申請・届出年月日、許可・確認・届出番号、構造設備

の概要）、２申請・届出・設置者情報（住所、氏名、生

年月日、電話番号）、３理・美容所の管理者情報（氏名、

住所、生年月日、修了証番号、修了年月日）、４理容所・

美容所・クリーニング所の従業者情報（氏名、生年月

日、免許番号、免許登録年月日、従事年月日、異動年

月日、クリーニング師の本籍、管理人の氏名・生年月

日）、５理・美容師に係る結核・伝染性皮膚疾患のり

患・治癒年月日、６旅館業・興行場・公衆浴場・プー

ルの管理者情報（氏名）、７コインオペレーションク

リーニング所の衛生管理責任者及び有機溶剤管理責

任者情報（氏名、電話番号、住所）、８コインシャワー

施設の衛生管理責任者情報（氏名、電話番号、住所）、

９墓地・納骨堂・火葬場の管理者情報（氏名、生年月

日、住所、電話番号）、10温泉利用施設の源泉の現況、

11 専用水道の業務委託先情報（名称、所在地、郵便番

号、電話番号、契約期間、担当者の氏名・電話番号）、

12 専用水道の水道技術管理者・受託水道技術管理者情

報（氏名、住所、郵便番号、電話番号）、13 専用水道

の自主管理担当者情報（氏名、電話番号）、14 特定建

築物の所有者・届出者情報（氏名、住所、郵便番号）、

15 特定建築物の維持管理権原者情報（氏名、住所、郵

便番号、電話番号、ＦＡＸ番号）、16 特定建築物の建



築物環境衛生管理技術者情報（氏名、住所、免状番号、

選任年月日、兼任の有無、兼任施設の名称・所在地）、

17 立入検査記録、18 変更履歴 

記録範囲 

営業（経営）者、施設設置者、管理理容師、理容師、

管理美容師、美容師、理容所及び美容所の従業者、ク

リーニング師、クリーニング所の従事者、クリーニン

グ所の管理人、旅館業・興行場・公衆浴場・プールの

管理者、コインオペレーションクリーニング施設の衛

生管理責任者、コインオペレーションクリーニングの

有機溶剤管理責任者、コインシャワーの衛生管理責任

者、墓地・納骨堂・火葬場の管理者、専用水道の自主

管理担当者、水道技術管理者、受託水道技術管理者、

特定建築物所有者、特定建築物届出者、特定建築物維

持管理権原者、建築物環境衛生管理技術者 

記録情報の収集方法 申請書、届出書への記載事項 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 

消防署、警察署、税務署、東京都水道局、都税事務所、

北区区民部収納推進課、北区総務部総務課、東京都福

祉保健局 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 

□ その他（                ） 



開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  □ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
   健康部 生活衛生課 環境衛生 

 電話番号  ０３（３９１９）０７２０ 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日  令和４年１１月１７日 

個人情報ファイルの名称 苦情相談受付記録・出動記録管理システム 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
健康部生活衛生課 

個人情報ファイルの利用目的 
環境衛生関係営業施設や居住環境に関する区民、事業

者からの相談、問合せを記録し、共有するため。 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 

１受付日、２受付者、３対応方法、４処理時間、５地

区、６営業関係相談における相談・苦情の別、７相談

の対象、８相談者の氏名・所在地・電話番号、９相談

の具体的内容、10相談に対する対応 

記録範囲 相談者、相談の関係者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、相談の関係者への問合せ 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人



情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 

□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  □ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
   健康部 生活衛生課 環境衛生 

 電話番号  ０３（３９１９）０７２０ 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日  令和４年１１月１６日 

個人情報ファイルの名称 食品衛生システム 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
健康部生活衛生課 

個人情報ファイルの利用目的 

食品衛生に係る許認可、届出対象者の整理および衛生

指導、検査、衛生教育、食中毒調査の各事務を行うた

め 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 ※別紙食品衛生システムの記録項目のとおり 

記録範囲 

・食品衛生法の許可申請者、届出書提出者、関係者 

・食品製造業等取締条例（令和 3年 5月末廃止）の許

可申請者、届出書提出者、関係者 

・食鳥法の処理事業者 

・許可・届出義務のない食品関係営業者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、届出または実地調査 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 

東京消防庁（消防署）、警視庁（警察署）、東京都主税

局（都税事務所）、北区区民部収納推進課、北区総務部

総務課、北区健康部保健予防課 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に



関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 

□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  □ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
  健康部 生活衛生課 食品衛生 

 電話番号  ０３（ ３９１９ ）０７２６ 

備考  

 

  



別紙  食品衛生システムの記録項目（苦情の申し立て者を除く記録） 

番号 項目名  番号 項目名 

1 施設番号  36 監視員氏名 

2 許可番号  37 主業種 

3 初回決定日  38 従業種 

4 申請年月日  39 細業種 

5 決定年月日  40 主業種名称 

6 許可年限  41 従業種名称 

7 有効期間始期  42 業種略称 

8 有効期間終期  43 細業種名称 

9 法人区分  44 食品衛生責任者氏名 

10 法人コード  45 食品衛生責任者氏名カナ 

11 法人番号  46 責任者資格 

12 営業者地区コード  47 資格取得年月日 

13 営業者住所  48 免許証登録番号 

14 申請者住所ビル名  49 免許証登録場所 

15 営業者〒  50 責任者受講講習会等 

16 営業者固定電話  51 管理者氏名 

17 営業者携帯電話  52 管理者氏名カナ 

18 営業者 FAX  53 管理者資格 

19 営業者メールアドレス  54 管理者受講講習会等 

20 営業者氏名カナ  55 設備の大要 

21 営業者氏名  56 自販機台数 

22 代表者氏名  57 自動車登録番号 

23 代表者氏名カナ  58 車台番号 

24 代表者肩書き  59 タンク容量 

25 営業者生年月日  60 施設面積 

26 施設地区コード  61 昼間の連絡先 

27 施設の所在地  62 団体加入有無 

28 施設の所在地ビル名  63 加入組合 

29 施設〒  64 担当者氏名カナ 

30 施設固定電話  65 担当者氏名 

31 施設携帯電話  66 担当者 TEL 

32 施設 FAX  67 許可条件 1 

33 施設メールアドレス  68 許可条件 2 

34 屋号カナ  69 送付区分 

35 屋号  70 送付先住所 



 

番号 項目名  番号 項目名 

71 送付先住所ビル名  106 ふぐ取扱講習会受講 

72 送付先〒  107 ふぐ取扱講習会受講日 

73 送付先氏名  108 身欠きふぐ取扱 

74 送付先 TEL  109 身欠きふぐ取扱市場内外 

75 送付先 FAX  110 身欠きふぐ取扱場所 

76 定休日  111 ふぐ精巣取扱 

77 営業時間  112 ふぐ精巣取扱市場内外 

78 水道直結  113 ふぐ精巣取扱場所 

79 貯水槽の使用  114 その他のふぐ加工製品取扱 

80 簡専水の使用  115 ふぐ仕入先分類 

81 井水の使用  116 ふぐ取扱２号分類 

82 その他の水の使用  117 ふぐ取扱備考 

83 使用水の種類  118 自主管理認証 

84 主取扱食品添加物  119 雑居ビル 

85 主取扱食品添加物自由記載  120 集団給食 

86 業態  121 納入肉 

87 HCCP の取組  122 納入魚 

88 指定成分等含食品取扱  123 納入豆腐 

89 輸出食品取扱  124 納入パン 

90 法第 55 条第 2 項有無  125 納入生麺 

91 法第 55 条第 2 項内容  126 生食肉取扱い 

92 食品添加物別  127 保育園（一斉） 

93 簡易飲食店営業  128 小中学校（一斉） 

94 ふぐ処理施設  129 社会福祉（一斉） 

95 ふぐ処理者  130 集団給食（一斉） 

96 生食用食肉取扱施設  131 仕出し（一斉） 

97 ふぐ認証  132 弁当（一斉） 

98 ふぐ認証人数  133 調理パン（一斉） 

99 ふぐ加工製品取扱届  134 すし（一斉） 

100 ふぐ届出番号  135 すし弁当（一斉） 

101 ふぐ開始届出日  136 魚販（一斉） 

102 ふぐ廃止届出日  137 納入その他 

103 ふぐ説明年月日  138 収去施設 

104 ふぐ説明相手  139 惣菜（一斉） 

105 ふぐ取扱受講者氏名  140 屋外客席 



番号 項目名 

141 紙台帳照合 

142 予備２３ 

143 仮廃業 

144 休止（食鳥） 

145 大規模製造業（一斉） 

146 中小規模製造業（一斉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日  令和４年１１月２１日 

個人情報ファイルの名称 医事衛生台帳システム 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
健康部生活衛生課 

個人情報ファイルの利用目的 医療関係施設の許認可・届出に関する事務のため 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 ※別紙１の項目 

記録範囲 

区内の病院、診療所、歯科診療所、助産所、施術所（あ

はき）、施術所（柔整）、歯科技工所、出張施術、滞在

施術、衛生検査所の施設従事者、医療関係施設開設者、

代表者 

記録情報の収集方法 開設届に記載、変更時に届出、実地検査時の監視記録 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 北区総務部総務課 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 



□ 番号法第９条第４項 

□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ☑ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 健康部 生活衛生課 医務・薬務  

 電話番号 ０３（３９１９）０７２７ 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

医事衛生台帳システム 
   

別紙 １ 

項目 詳細  項目 詳細 

申請情報 分類  従事者免許情報 届出日 

届出種類  就任日 

事項分類  退任日 

収受日  勤務形態 

収受番号  職種 

起案日  免許番号 

発生日  免許取得日 

決裁日  免許交付者 

決裁内容  臨床研修登録日 

医師会  管理者 

届出内容  従事者その他情報 目の見えないもの 

施設情報 施設番号  担当診療科名 

国の整理番号  診療日時 

施設名称  備考 

施設カナ  
  

情報公開  項目 詳細 

郵便番号  医事エックス線入

力 

届出日 

町丁目  廃止 

所在地  廃止日 

方書  製作者名 

ＴＥＬ１  型式 

ＴＥＬ２  エックス線管の数 

ＦＡＸ  用途 

地区  最大電圧 

開設者詳細情報 開設者名称  備考 

開設者カナ  
  

郵便番号  項目 詳細 

町丁目  医事監視入力 実施日 

住所  監視票分類 

方書  監視区分 

ＴＥＬ１  放射線監視 

ＴＥＬ２  所属 

生年月日  監視者 

開設者種別  立会者 



代表者氏名  違反内訳 

代表者役職  指導 

管理者詳細情報 管理者氏名  復命 

管理者カナ  指導内容 

郵便番号  備考 

町丁目  
  

住所  項目 
 

方書  図面 
 

性別 
   

ＴＥＬ１ 
   

ＴＥＬ２ 
   

生年月日 
   

臨床研修登録日 
   

免許取得日 
   

免許番号 
   

免許交付者 
   

資格 
   

特記事項 
   

送付先情報 送付先区分 
   

送付先名 
   

送付先敬称 
   

住所 
   

開設情報 開設許可日 
   

開設許可番号 
   

開設届出日 
   

開設届出番号 
   

使用許可日 
   

使用許可番号 
   

従事者数 届出上種別別人数 
   

診療科目 診療科目 
   

科目名称 
   

診療科目（略称） 診療科目 
   

科目名称（略称） 
   

診察日 最寄り駅 
   

診療日時 
   

診療形態 
   

救急指定 
   



抽出対象 
   

社会保険診療等 
   

地域医療支援病院 
   

歯科併設 
   

病床数・収容定員数 一般・療養・精神・結核・

感染症・その他 

   

病室数 
   

共通 情報公開 
   

施設詳細情報 メールアドレス 
   

敷地面積（㎡） 
   

建面積（㎡） 
   

建物延面積（㎡） 
   

構造（造） 
   

階建 
   

店舗ＩＤ番号 
   

歯科治療いす 
   

人工透析ベッド数 
   

使用部分 
   

使用階１ 
   

使用階２ 
   

使用号室 
   

施設面積（㎡） 
   

健康診査の実施状況 
   

禁煙外来の実施状況 
   

患者相談担当者の設置 
   

インプラント 
   

処方せん 
   

カルテ保管先・連絡先 
   

室名/面積 室名/面積（㎡）①～⑳ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日  令和４年１１月２１日 

個人情報ファイルの名称 薬事衛生台帳システム 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
健康部生活衛生課医務・薬務 

個人情報ファイルの利用目的 薬事関係施設の許認可・届出に関する事務のため 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 ※別紙２の項目 

記録範囲 

区内の薬局、店舗販売業、薬局製剤製造業、薬局製剤

製造販売業、毒物劇物一般販売業、毒物劇物農業用品

目販売業、毒物劇物特定品目販売業、電気めっき業、

金属熱処理業、運送業、非届出業務上取扱者、しろあ

り防除業、麻薬小売業者、高度管理医療機器販売業、

高度管理医療機器貸与業、高度管理医療機器販売業・

貸与業、高管理医療機器販売業、管理医療機器貸与業、

管理医療機器販売業・貸与業の施設従事者、医療関係

施設開設者、代表者 

記録情報の収集方法 
開設許可申請時、変更届の記載項目、実地検査時の監

視記録 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 北区総務部総務課 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 



□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 

□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ☑ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 健康部 生活衛生課 医務・薬務  

 電話番号 ０３（３９１９）０７２７ 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

薬事衛生台帳システム 
  

別紙 ２ 

登録情報 対象業態 
 

取扱状態情報 業態 

届出種類 
 

許可番号 

事項分類 
 

許可開始日 

収受日 
 

許可終了日 

収受番号 
 

業態廃止日 

起案日 
 

業態情報 業態 

発生日 
 

業態状態 

決済日 
 

初回許可日 

決裁内容 
 

業態許可番号 

届出内容 
 

許可番号 

施設情報 施設番号 
 

許可開始日 

公開状態 
 

許可終了日 

施設名称 
 

更新通知日 

施設カナ 
 

業態廃止日 

郵便番号 
 

業態取下日 

町丁目 
 

備考 業態備考 

所在地 
 

処方箋数の届 提出年 

方書 
 

年間の処方箋数 

ＴＥＬ１ 
 

年間の営業日数 

ＴＥＬ２ 
 

一日平均処方箋数 

ＦＡＸ 
 

適切な薬剤師数 

地区 
   

薬剤師会加入 
 

薬事従業員入

力 

従業員番号 

オーダー販売 
 

退任 

相談時・緊急時の連絡先 
 

漢字氏名 

開設者情報 開設者種別 
 

カナ氏名 

開設者名称 
 

郵便番号 

開設者カナ 
 

町丁目 

郵便番号 
 

住所 

町丁目 
 

方書 

所在地 
 

生年月日 

方書 
 

勤務形態 

ＴＥＬ１ 
 

届出日 

ＴＥＬ２ 
 

就任日 

代表者名 
 

変更日 



代表者役職 
 

退任日 

届出役員 
 

資格 

送付先情報 送付先区分 
 

従事区分 

送付先名 
 

免許番号 

送付先敬称 
 

登録日 

住所 
 

交付団体 

共通 新規莉湯 
 

勤務時間/週（調剤） 

廃止理由 
 

勤務時間/週（販売） 

店舗ＩＤ番号 
 

担当業態 

店舗総面積（㎡） 
 

管理者 

調剤室面積（㎡） 
 

管理者の資格要件 

医薬品販売面積（㎡） 
 

責任者 

一般用医薬品を販売し

ない営業時間の有無 

 
責任者の資格要件 

取扱品目（検索用） 
 

その他 管理医療機器 

医薬品区分 
 

資格 

毒劇一斉 
 

会場 

収去の実施 
 

試験合格者 

収去年度 
 

備考 

許可条件 
   

旧開設者種別 
   

薬局 ＦＡＸ 
   

開設者資格 
   

漢方薬局 
   

薬局製剤製造品目 
   

試験検査機関 
   

印刷用承認番号 
   

健康サポート薬局 
   

薬剤師不在 
   

高度管理医療機器情報 品目の種類 
   

構造設備主要部分 
   

分置保管設備 
   

設備内容 
   

備考 
   

店舗・機器 店舗販売業 許可品目 
   

冷暗所 
   

カギのかかる貯蔵設備 
   



要指導医薬品陳列設備 
   

管理医療機器 取扱品

目 

   

管理医療機器 期間限

定 

   

店舗・機器 備考 
   

事故麻薬・向精神薬・覚醒剤原料等届出状況 
   

特定販売 【特定販売】実施 
   

医薬品区分（特定） 
   

通信手段 
   

インターネット 
   

インターネットアドレ

ス 

   

必要な設備 
   

郵送方法 
   

メールアドレス 
   

広告用名称 
   

構成の概要 
   

特定販売時間 
   

特定販売のみの時間 
   

その他 施設備考 
   

薬局一覧用備考 
   

調査復命書用備考 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日  令和４年１１月２１日 

個人情報ファイルの名称 医事免許情報一覧 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
健康部生活衛生課医務・薬務 

個人情報ファイルの利用目的 医師等医療従事者の免許申請に関する事務のため 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 ※別紙３の通り 

記録範囲 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、

准看護師、診療放射線技師、診療エックス線技師（旧）、

衛生検査技師、臨床検査技師、歯科技工士、理学療法

士、視能訓練士、作業療法士、受胎調節実地指導員、

死体解剖資格、以上の免許に関する申請を行う区民、

または区内医療機関従事者 

記録情報の収集方法 免許申請書類の記載項目 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 個人（申請者個人からの証明願いによる） 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人



情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 

□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ☑ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 健康部 生活衛生課 医務・薬務  

 電話番号 ０３（３９１９）０７２７ 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

医事免許情報 別紙３ 

申請内容・申請情報 登録番号 

申請者種別 

病院名 

申請者氏名 

申請者カナ 

郵便番号 

町丁目 

住所 

方書 

自宅ＴＥＬ 

携帯ＴＥＬ 

生年月日 

勤務先名 

勤務先ＴＥＬ 

送付先情報 送付先 

送付先名 

送付先敬称 

住所 

免許証情報 免許種類 

申請内容 

免許番号 

登録日 

本籍地 

交付者 

変更内容 

その他 郵送有無 

登録済証明書 

備考 

進達状況 状態 

受付日 

所属 

受付担当者 

経由日 

経由番号 

経由にて終了 



保健所受領日 

交付通知日 

受渡日 

受渡方法 

返送あり 

再経由日 

 


